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業務の適正を確保するための体制 

～内部統制システム構築の基本方針～ 

 

 当社グループは、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に

遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム構築の基本方針を以

下のとおり定め、金融商品取引法およびその他の法令への適合を含め、「業務の有効性と効率性の

向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令等の遵守」および「資産の保全」を目的として、内部

統制の仕組みを整備、構築し、業務の改善に努める。 

 

１．当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 （1）当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」お

よび「財務報告の信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を持

って行動する。 

 （2）コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、

明示し、企業風土作りに努め、重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事

実等の報告を受けた場合には、遅滞なく取締役会に報告する。 

 （3）取締役会は、取締役会等重要な会議をとおして各取締役の職務執行を監督し、監査役は取

締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査する。 

 （4）社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反

等の未然防止に努める。 

 （5）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を確保する。 

 （6）反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会

的勢力による被害の防止に努める。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

  取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ

確実に検索性の高い状態で保存および管理する。 

 

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 （1）リスク管理体制を整備するために、リスク管理に係る規程を定めるとともにグループ内リ

スク管理体制強化のため、親会社内部統制担当者が、グループにおけるリスク管理および

内部統制の状況を点検し、改善を推進する。 

 （2）取引先等との取引は、営業管理規程などの社内規程に基づいて行う。 

 （3）取締役は、会社の損失に影響を与える重要事実の発生の報告を受けた場合は、遅滞なく取

締役会に報告する。 



内部統制システム構築の基本方針 2 

 （4）取締役、執行役員、子会社社長は、会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における

月次の損益状況を報告する。 

 

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制および子

会社からの報告に関する体制 

 （1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を月

2回開催し、監査役出席のもと、経営に関する重要事項の報告および決議を行う。 

 （2）月前半の取締役会には、子会社社長の出席を要請し、当社取締役と併せ事業場ごとの状況

報告を求める。 

 （3）取締役会とは別に、業務執行上の重要案件について幅広い層から意見を聴取することを目

的として取締役および監査役で構成する経営会議を開催する。経営会議は、毎月２回取締

役会と同日に開催し、重要事項の報告および審議を行い、必要により執行役員、子会社社

長およびその他幹部社員の出席を要請する。 

 （4）取締役会規程、業務分掌・職務権限表等社内規程により、役割と責任、職務等について定

める。 

 

５．当社グループの使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

 （1）当社グループの社会的責任を果たすため、「法令遵守」、「倫理面の充実」、「社会貢献」お

よび「財務報告への信頼性」を柱とする倫理規範を定め、法令を遵守し、高い倫理規範を

持って行動する。 

 （2）当社グループにおける重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等に対

する報告体制として、社外の弁護士その他第三者機関との情報の授受は親会社管理本部が

行い、知り得た情報は遅滞なく取締役会に報告する。 

 （3）グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制

度を整備し、その運用に関する規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切

な措置をとる。 

 （4）業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようＩＴシステムに関する整備を推

進する。 

 

６．その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

 （1）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、関係会社管理規程を定め、

関係会社の管理は親会社管理本部が行い、関係会社に重要な法令違反その他コンプライア

ンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅滞なく取締役会に報告する。 

 （2）子会社社長は、関係会社管理規程に定める報告事項に関して、親会社取締役会へ出席し、

報告しなければならない。 

 （3）内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備する。 
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７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

体制 

  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社使用人から監査役補助

者を任命することができる。ただし、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務してはなら

ない。 

 

８．前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の

実行性の確保に関する事項 

  監査役補助者の評価、任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役の同意を得た

上で取締役会が決定する。 

 

９．当社グループの取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制 

（1）監査役は、監査役監査規程に基づき取締役会および重要な会議への出席、関係資料の閲覧

等を行い、積極的な意見交換を行うことができるほか、必要があれば取締役および使用人

に対しその説明を求めることができる。 

（2）当社グループにおいて重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発

見された場合は、遅滞なく監査役へ報告する。 

（3）監査役に報告した者が、その報告したことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう

に配慮しなければならない。 

（4）監査役からその職務を執行するうえで必要な費用の前払いまたは債務の処理の請求があっ

た場合は、速やかにこれを支払う。 

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（1）内部監査責任者は、内部監査規程および監査役監査規程に基づき、内部監査の計画の立案

および実施に当たっては、監査役と堅密な連携を保つと同時に、定期的な報告を行い、必

要に応じて特定事項の調査の依頼を受けることができる。 

 （2）内部統制担当者は、監査役と堅密な連携を保つとともに、監査役からの求めに応じて関係

部署とともに監査上必要な調査を行う。 

 （3）監査役監査事務に不都合がある場合は親会社管理本部においてこれを補助する。 

 （4）監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べると

ともに、改善策の策定を求めることができる。 

 

11．財務報告の適正性を確保するための体制 

 （1）当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準

に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切な体制を整える。 

 （2）財務報告に係る内部統制システムのグループ全体としての整備・運用等にあたっては「財
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務報告に係る内部統制の整備運用規程」に定め、各部門・各グループ会社における自己点検お

よび内部監査室による独立的モニタリングを継続的に実施する体制を構築するとともに、ＩＴ

環境の適切な理解とこれを踏まえたＩＴの有効かつ効率的な利用を推進する。 

以上 

 

制定 平成 18年５月６日 

改定 平成 20年５月 24日 

改定 平成 21年 11月１日 

改定 平成 27年５月１日 

 


